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 発熱外来等での抗原定性検査キットの配布及び都道府県への抗原定性検査キットの 

配布に関する質疑応答集について（vol.3） 

～現時点（8/5）では大阪府から検査キット配付に関する情報提供なし～ 

 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省の標記事務連絡に関し、日本医師会より通知が発出されましたので情報提供

いたします。詳細につきましては、国事務連絡をご参照ください。 

貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

記 

●日本医師会通知より引用 

・本事務連絡の質疑応答集問６においては、都道府県が管内の医療機関の診療用のキット

不足に対応する際、都道府県にキットの在庫がない場合にあっては、国から配布された抗

原定性検査キットを医療機関に診療用として緊急的に供与することは差し支えないとさ

れております。 

・問８においては、国から配布された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関

において医師が必要と判断し、検査を実施した場合、検体検査実施料及び検体検査判断料

は算定して差し支えないとされております。 

・問７より、抗原定性検査キットを用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した

場合であって、当該検査結果に基づき保険医療機関において医師が診療を行い、基本診療

料等を算定する場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できません。 

 

 

  【参考・日本医師会通知掲載ホームページ／メンバーズルーム】 

   https://www.med.or.jp/login.html 

   https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html 

 

 

 

 

 

 
・新型コロナウイルスに関して 

大阪府医師会地域医療１課（06-6763-7012） 

・診療報酬に関して 

 大阪府医師会保険医療課（06-6763-7001） 

https://www.med.or.jp/login.html
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html

